
土壌の汚染に係る環境基準

平成 3年8月23日 環境庁告示第46号

最終改正 平成10年4月24日 環境庁告示第21号

項 目 環 境 上 の 条 件

カドミウム 検液1Ｌにつき0.01mg以下*であり、かつ、農用地においては、米１kgにつき１mg未
満であること。

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。

有 機 燐** 検液中に検出されないこと。

鉛 検液1Ｌにつき0.01mg以下*であること。

六価クロム 検液1Ｌにつき0.05mg以下*であること。

砒 素 検液1Ｌにつき0.01mg以下*であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌
1kgにつき15mg未満であること。

総水銀 検液1Ｌにつき0.0005mg以下*であること。

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。

銅 農用地（田に限る。）において、土壌1kgにつき125mg未満であること。

ジクロロメタン 検液1Ｌにつき0.02mg以下であること。

四 塩 化 炭 素 検液1Ｌにつき0.002mg以下であること。

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液1Ｌにつき0.004mg以下であること。

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液1Ｌにつき0.02mg以下であること。

ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液1Ｌにつき0.04mg以下であること。

1,1,1,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液1Ｌにつき１mg以下であること。

1,1,2,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液1Ｌにつき0.006mg以下であること。

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液1Ｌにつき0.03mg以下であること。

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液1Ｌにつき0.01mg以下であること。

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 検液1Ｌにつき0.002mg以下であること。

チ ウ ラ ム 検液1Ｌにつき0.006mg以下であること。

シ マ ジ ン 検液1Ｌにつき0.003mg以下であること。

チオベンカルブ 検液1Ｌにつき0.02mg以下であること。

ベ ン ゼ ン 検液1Ｌにつき0.01mg以下であること。

セ レ ン 検液1Ｌにつき0.01mg以下*であること。

* カドミウム，鉛，六価クロム，砒素，総水銀及びセレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっ

ては，汚染土壌が地下水面から離れており，かつ，原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞ

れ地下水1Ｌにつき0.01mg，0.01mg，0.05mg，0.01mg，0.0005mg及び0.01mgを超えていない場合には，それぞ

れ検液1Ｌにつき0.03mg，0.03mg，0.15mg，0.03mg，0.0015mg及び0.03mgとする。

**有機燐とは，パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン，EPNをいう。

注）この環境基準は，汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積

場，廃棄物の埋立地その他の上表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれら

を集積している施設に係る土壌については，適用しない。


